
 

 

 高齢者に対し、息子や金融機関職員、弁護士等を語

り、「お金を立て替えて、ＡＴＭで還付金が戻ります、キャ

ッシュカードの確認」等と電話やメールで連絡し、お金の話

で誘導する手口は詐欺です。不審な電話・メールなどがあ

ったらすぐに警察へ通報してください。 

 

    

  お子様が入学して約１ヵ月が経過

し、行動が活発になる頃、大切なお子

様を守るため、不審者を見たら110番

通報をお願いします。 

  子供を守る４つの約束 

 ◎ ひとりにならない 

 ◎ 知らない人についていかない 

 ◎ だれとどこで何時まで遊ぶか家の

   人に話す 

 ◎ 大きな声で助けを呼ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車盗  １０件 

万引き    １件 

詐欺     ２件 

３月中手集計 

 スーパーやコンビニエンス

ストアでの万引き被害が後

を絶ちません。 

 万引きは「窃盗罪」で犯

罪です。 不審な人を見たら

警察に通報してください。 


